
 

第２回保土ケ谷区西谷地区住居表示検討委員会 

 

 

日時：平成 30年７月 12日（木）

午後４時から 

会場：西谷地区センター 

 

次   第 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

(１) 旭区西川島町の一部地域と保土ケ谷区西谷町の町境に関する意見交換会の

結果について（報告） 

(２)地域の皆様への住居表示に係る周知について 資料１ 

  ・周知チラシの配付範囲の検討 

  ・周知チラシ内容の検討 

(３)新町区域案の検討について 資料２ 

(４)現地確認のための町歩きについて 

 

３ 閉会 

 



 

 

地域の皆様への住居表示に係る周知について 

 

 

１ 周知方法について 

  チラシの配付等により、地域の皆様へ住居表示の検討を開始したことを周

知します。 

(１)チラシの配付範囲について  
 ・案１ 西谷町全域のみ 
 ・案２ 西谷町全域及び周辺の町 
 ・案３ その他 

  (２)チラシの配付方法 
   ・案１ 全戸にポスティングのみ 
   ・案２ 全戸にポスティング及び自治会の掲示板 
   ・案３ その他 
   ※全戸へのポスティングは、横浜市が委託した業者が行います。 
  
２ チラシの内容について 

  ・事務局案(資料１－２参照) 
 
３ チラシの配布時期について 

  ８月中旬から９月を予定しています。 

第２回住居表示検討委員会 資料１－１ 



　　　 西谷町エリアで
住所変更の検討を開始しました

　保土ケ谷区西谷町には「同地番の住所が多い」「隣近所で住所が大きく違う」など、
住所の連続性がない地域があります。そこで、新しい町名・住所に変更し、住所を
分かりやすくする「住居表示」の実施に向けた検討を開始しました。

●「住居表示」とは︖
　住所の分かりにくさを解消するため、「地番を使った住所の表示」を改め、「建物
１軒１軒に番号を付け、住所として表示する」という、市街地で実施している事業です。
　また、住居表示の実施に合わせ、町名も新しくなります。

●いつ住所が変わるの︖
　最短で平成 32 年秋頃の見込みです。
ただし、検討状況により、遅くなる場合や、
住居表示を実施しない場合もあります。

●どのように住所が変わるの︖
　〈現在の住所 ( 地番を使用 )〉
　　保土ケ谷区西谷町●●●番地●●
　〈住居表示を実施した場合の住所〉
（例）保土ケ谷区西谷●丁目●●番●号
（例）保土ケ谷区西谷町●丁目●●番●号

●どこの住所が変わるの︖
　原則として、市街化調整区域以外の
西谷町全域で住居表示を検討しています。

●住居表示のメリットは︖
　住所の特定が容易になり、緊急車両や
配達物が速やかに到着することが期待
できます。
　建物に住所を付ける制度ですので、相続
や売買に伴う分合筆によって土地の番号が
変わっても、住所が変わることはありませ
ん。

●住所変更手続は必要になるの︖
　住民票等の区役所が所管している
公簿類や東京電力や東京ガス等の公共サー
ビスについては、自動的に書き換わります。
郵便も１年間は旧住所でも届きます。
　ただし、不動産・法人登記や運転免許証、
銀行等、ご自身で住所変更をしていただく
必要がある手続きがあります。

●誰が検討しているのか︖
　新しい町の町境や町名等を検討する
ため、地域の代表者等で構成される

「西谷地区住居表示検討委員会」が
平成 30 年６月に設置されました。
　検討内容は、横浜市ウェブサイトに
掲載するほか町内会の回覧やチラシの
配布等により、お知らせしていきます。

●問合せ
　横浜市市民局窓口サービス課　住居表示担当（西谷地区住居表示検討委員会事務局）
　ＴＥＬ︓045-671-2320　ＦＡＸ︓045-664-5295
　Ｅメール︓sh-juukyo@city.yokohama.jp 検索

横浜市　住居表示

平成 30 年〇月　西谷地区住居表示検討委員会からのお知らせ第２回住居表示検討委員会　資料１－２

※このチラシは西谷町全域に配付しています。



新町区域案の検討について 

 

１ 西谷町について  

住民登録者数 約 7,000人 

住民登録世帯数 約 3,500世帯 

面積（全体） 0.620㎢ 

市街化調整区域面積 0.124㎢ 

 

２ 住居表示実施基準(「横浜市住居表示整備要綱」から抜粋) 

 (１)町の境界（以下「町境」） 

   公道、河川、水路、鉄道又は軌道の線路等恒久的な施設又は著名な地物

をもってこれにあてる。 

 (２)町面積の基準 

   0.132㎢～0.165㎢（40,000～50,000 坪） 

    

３ 検討事項 

  町区域(区割り) 

   西谷町の場合、およそ４か町程度が新たな町数の目安となります。 

  (参考：図面１～２) 

 

４ 留意事項 

・私道等、開発により将来的に失われる可能性がある地物は、町境として選

定しません。 

・新たに設定する町境は、町内会の区域や学区と必ずしも一致するものでは

ありません。 

・原則、市街化調整区域は、実施範囲から除きますが、周りが市街化区域の

場合や実施範囲から除いたことにより、支障がある場合等は、範囲に含め

る可能性もあります。 

第２回住居表示検討委員会 資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回検討委員会 図面１ 西谷町の面積の目安 

※他の区切り方も可能です 



 

 

 

 

町区域の一例 第２回検討委員会 図面２ 


